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令和７年度（２０２５年度）第５次定期監査結果に関する注意事項の報告 
 
令和７年（２０２５年）１１月２６日から令和８年（２０２６年）１月３０日までの

間に実施した定期監査における注意事項は次のとおり。 

注意事項とは、監査結果のうち指摘事項には至らないが早期の是正措置を促す必要が

あるもの。 

令和８年（２０２６年）３月１８日 
 

熊本県監査委員事務局 
 
①  行 政 

事 項 内    容 課題数 

個人情報の取扱い 

・部活動のグループチャットの公開範囲を誤って

設定し、生徒の個人情報が漏えいしている。 

・生徒及び職員の携帯番号が記載されたメモ等を

紛失している。 

・個人情報が記載された資料を誤ってクラウドに

掲載し、生徒が閲覧可能な状態となっていた。 

・学校ホームページで体験入学ページ申込者の情

報が外部から閲覧できる状態となり、個人情報が漏

えいしている。 

・児童・生徒の個別情報が記載された文書や資料

を、誤って本人及び保護者以外の者へ配付し、個人

情報が漏えいしている。 

 

8 

交通事故 ・私用中に、人身事故が 1件発生している。 1 

 
②  収 入 

事 項 内    容 課題数 

授業料の収納 

事務 

・高等学校等就学支援金に係る保護者変更の事務

処理が遅れたため、授業料が過年度収入となってい

る。 

1 

収入調定事務 

・公用外の電報料金について、収入調定が漏れてお

り、翌年度に調定を行っている。 

・生産物売払収入について、納入義務者を誤って納

入通知書を送付し、納付前に発行し直している。 

3 

財産使用料の 

収納事務 

・団体等への行政財産使用許可に係る管理経費(電

気代)について、算定誤りにより誤徴収となり、返

還している。 

・現金で領収した体育施設使用料について、誤って

納入通知書を発行し、申請者から現金領収書を返還

させ、納入通知書で納付させている。 

2 
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③  支 出 

事 項 内    容 課題数 

手当に係る事務 

・会計年度任用職員の時間外勤務手当の割増賃金

について、支給漏れがあり、翌年度に支出している。 

・時間外勤務手当について、実績報告での端数処理

誤りによる支給漏れがあり、翌年度に支出してい

る。 

・会計年度任用職員の通勤手当(通勤費用)につい

て、算定を誤り、不足分を翌年度に追給している。 

・住居手当について、支給開始月を誤って支給し、

過払分を翌年度に返納させている。 

・特殊勤務手当について、支給漏れがあり、翌年度

以降に支出している。 

・令和 4 年度(2022 年度)の会計年度任用職員に係

る期末手当について、支給漏れがあり、令和 7年度

(2025 年度)に支出している。 
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旅費に係る事務 

・旅行諸費の算定を誤り、加算対象外の出張に早朝

及び夜間加算を支給している。また、団体から別途

旅費が支給されている職員に、誤って旅費を支給し

ている。 

・旅費の支給漏れがあり、翌年度に支出している。 

2 

一般需用費等に 

係る事務 
・印刷代、電話代について、支払遅延が生じている。 2 

報酬に係る事務 

・会計年度任用職員の報酬について、単価の適用誤

りにより誤払となり、追給している。 

・会計年度任用職員の報酬について、有給休暇の算

定誤りにより一部支給漏れがあり、翌年度に支出し

ている。 

2 

契約に係る事務 

・マイクロバス運転料について、契約締結前に業務

を実施している。 

・工事の主任技術者について、国家資格等を有して

いることを確認しないまま通知書を受理している。 

2 

その他支払事務 
・通学バス運行業務委託料について、誤った請求書

に基づき支払い、過払額を返納させている。 
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④  物 品 
事 項 内    容 課題数 

物品の管理 

・郵便切手現在高と郵便切手類出納簿の残高につ

いて、出納簿の記載漏れ等があり一致していない。 

・一般備品である学習用端末を亡失している。 
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⑤  財 産 
事 項 内    容 課題数 

公有財産の毀損 
・プール機械室内のろ過機から出火し、公有財産

が毀損している。 
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